
市が特別徴収義務者とし

て指定している事業所に

は、12月上旬に平成28年度

（平成27年分）給与支払報

告書（総括表）を送付しま

す。

（ ）給与支払報告書 総括表

は、給与支払報告書（個人

別明細書）をまとめていた

だくものです。個人別明細

（ ）書を特別徴収 給与天引き

と普通徴収（個人納付）に

分けて表紙として使用し、

。期限内に提出してください

なお、普通徴収に切り替

える方がいる場合には、同

封の普通徴収切替理由書に

必要事項を記入のうえ、給

与支払報告書（総括表）と

併せて提出してください。

また、市のホームページ

から関係様式をダウンロー

ドすることもできますの

で、新規に特別徴収を始め

られる事業所の方はご利用

ください。

1月末日まで提出期限

提出についてのお願い

課税課提出・問合せ

岩井仮設庁舎／内線1754

◆税の障害者控除が

受けられます

65歳以上の高齢者で、次

の条件をすべて満たす方に

｢障害者控除対象者認定書｣

を発行します。確定申告の

際に提示してください。

①身体や精神の状態が障が

い者に準ずる者として一定

の基準を満たしている方

②身体障害者手帳等の交付

を受けていない方

◆おむつ代の医療費控除が

受けられます

おむつ代の医療費控除を

受けるには、確定申告の際

におむつ代の領収書と医療

機関が発行する｢おむつ使

用証明書｣が必要です。

ただし、次の条件をすべ

について

て満たす方は、おむつ代の

領収書と市が発行するおむ

つ使用の確認書を提示する

ことで医療費控除を受けら

れる場合があります。

①おむつ代の医療費控除を

受けるのが2年目以降の方

②現在要介護認定を受け、

要介護認定時の主治医意

見書の内容が一定の基準

を満たしている方

申請方法

12月24日(木)までに介護

福祉課（猿島庁舎）または

児童福祉センター（岩井）

で申請してください。証明

書は後日申請者の住所に郵

送します。申請から1週間

程度の期間がかかりますの

で、ご了承ください。

問合せ

▽認定書・確認書について

介護福祉課

猿島庁舎／内線2228

▽市県民税の控除について

課税課

岩井仮設庁舎／内線1754

▽所得税の控除について

古河税務署

0280-32-41615

※自動音声案内｢2｣を選択
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12月から が のみとなります。市民研修所の利用受付窓口 スピード対応室

。問合せ：スピード対応室（岩井附属庁舎／内線4226）ご理解･ご協力をお願いします



平成25年8月30日から始

まった特別警報の伝達につ

いて、気象庁では 「緊急、

速報メール」を用いて緊急

地震速報等をお知らせして

いますが、先般の関東・東

北豪雨災害を受け、新たに

大雨、暴風、大雪等の特別

警報についても情報を配信

することとなりました。

なお、警報解除時におけ

る、緊急速報メールの配信

は行われません。

水戸地方気象台問合せ

029-224-11065

平成27年10月施行の社会

保障・税番号制度（マイナ

ンバー制度）により、住民

基本台帳カードの交付につ

いては、本年12月末を持っ

て終了し、来年1月から新

たな公的個人認証サービス

の電子証明書が搭載された

個人番号カードの交付が開

始されます。

個人番号カードの交付申

請はすでに受付が始まり、

平成28年1月以降、順次交

付されることになっていま

すが、制度開始直後のため

申請が集中し、交付が平成

28年3月までずれこむこと

も考えられます。

現行の住民基本台帳カー

ドに搭載された公的個人認

証サービスの電子証明書の

有効期間は、発行の日から

3年間ですが、有効期間が

満了しますと電子証明書が

失効し、国税の申告等の行

政機関への電子申請ができ

なくなります。有効期間満

了間近の方及び有効期間が

わからない方で、平成28年

2月16日からの確定申告を

E-Taxで確実に行いたい方

は、平成27年12月22日まで

に住民基本台帳カードによ

る電子証明書の更新手続き

を行うことをお勧めしま

す。

なお、現行の電子証明書

の更新手続きは有効期間満

了日の3か月前からとなっ

ていますが、3か月以上前

に手続きを行うことも可能

です。更新を希望される方

は、市民サービス課窓口で

お手続きをお願いします。

12月22日(火)手続期限

午後5時まで

※午後5時以降は、住民基

本台帳カードに搭載され

る電子証明書の発行及び

更新を行うことはできま

せん。時間に余裕を持っ

てお越しください。

市民サービス課問合せ

岩井仮設庁舎／内線1722

県税事務所では、主に2

種類の証明書を発行してい

ます。

①税目別、年度ごとの納税

状況の証明書

②すべての県税について未

納のないことの証明書

申請に必要なもの

納税義務者の印鑑（法人

は法務局に登録してある代

表者印 、証明手数料（1件）

につき400円 、代理人申請）

の場合は委任状、直近（約

2週間程度）に県税を納め

た場合はその領収書

問合せ

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

放送大学はテレビ等の放

送やインターネットを通し

て学ぶ通信制の大学です。

心理学･福祉･経済･歴史･文

学･自然科学など、幅広い

分野を学べます。

働きながら学んで大学を

卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、様々な目的で幅

広い世代、職業の方が学ん

でいます。詳しい資料を無

料で送付しますので、お気

。軽にお問い合わせください

3月20日(日)まで出願期限

問合せ

放送大学茨城学習センター

029-228-06835

お知らせ版 平成27年12月3日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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手続きを
お忘れなく！



ワーク･ライフ･バランス

とは、仕事と生活(家事･育

児･介護、趣味や自己啓発な

ど仕事以外の時間)の調和が

とれていてどちらも充実し

ていることをいいます。

県では、ワーク･ライフ･

バランスを推進する企業を

応援しています。

★仕事と生活の調和支援

奨励金制度

育児・介護休業法が努力

義務としている休業制度や

短時間勤務制度等を導入

し、実際に制度を一定の期

間利用した従業員がいた場

合に、中小企業主に対して

奨励金(1人目30万円､2人目

。10万円)を支給しています

支給要件など､詳細につい

。てはお問い合わせください

★ワーク･ライフ･バランス

セミナー講師派遣事業

ワーク･ライフ･バランス

の取り組みを推進するた

め、企業や団体が主催する

セミナーへ無料で講師(県

が委嘱したワーク･ライフ･

バランスアドバイザー)を

派遣しています。

ワーク･ライフ･バランス

とは何か、どのように取り

組んでいけば良いのか、な

どについてぜひ学んでみま

せんか。

2月12日(金)まで申込期限

応援します

県労働政策課問合せ

029-301-36355

＊ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/bukyoku/syoukou/rosei/

県では、女性の視点を取

り入れ、県民参加の開かれ

た広報活動を推進するため

「いばらき女性特派員」を

募集します。

活動内容

■県の主要事業や施設等を

取材し、その結果を県広

報紙で発表

■ツイッターで県の情報を

積極的に配信（週2、3日

程度）

応募資格

①県内在住の平成28年4月1日

現在で満20歳以上の女性

②公務員や議会の議員でな

い方

③取材先の要望する日時に

応じて取材できる方（平

日の日中の取材が主）

④自分で取材先に移動でき

る方（県内全域が取材範

囲）

任 期

平成28年4月上旬～平成29

年3月31日

（ ）募集人数 4人 選考あり

年間6万円謝 礼

2月12日(金)まで募集期限

県広報広聴課問合せ

029-301-21285

＊ホームページ

http://www.pref.ibaraki.

jp/

県では、中央労働金庫と

提携して、勤労者等の生活

の安定を図るため、生活資

金等を低利で融資していま

す。融資要件等の詳細は、

お問い合わせください。

申込できる方

（ ）次のすべてを満たす方

・勤労者の方

・県内に原則として1年以

上居住または勤務してい

る方

・現在の勤め先に原則とし

て1年以上継続勤務して

いる方

・前年税込年収150万円以

上の方

◆勤労者緊急生活支援

（ ）冠婚葬祭･医療教育費用等

金利 年1.7％ 100万円まで

◆育児・介護休業生活支援

（生活資金）

金利 年1.5％ 100万円まで

◆失業者等緊急生活支援

（生活資金）

金利 年1.2％ 50万円まで

問合せ

▽県内の中央労働金庫

▽県労働政策課

029-301-36405

お知らせ版 平成27年12月3日号
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可

燃

■ 年 末 年 始 の 業 務 案 内 ■
○：通常どおり △：一部休業 休：休業日≪凡例≫

平成27年12月 平成28年１月
施 設 名 な ど 備 考26 27 28 29 30 31 １ ２ ３ ４ ５ ６

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

出生･死亡等の届出、緊急のお問市 役 所
合せは各庁舎の日直が対応します。岩 井 庁 舎 ／ 猿 島 庁 舎

休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

年内の交付は12月16日(水)までパ ス ポ ー ト 窓 口
に申請が受理された方です。岩 井 仮 設 庁 舎

休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

ばんどう市民カードまたは旧い
わい市民カードが必要です。

証 明 書 自 動 交 付 機 ○ ○ ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

△の日の窓口業務はお休みにな児 童 福 祉 セ ン タ ー
ります。（ 中 央 児 童 公 園 ）

△ △ ○ △ △ △ 休 △ △ ○ ○ ○

△の日は午後1時までです。病後児保育施設「七星」 △ 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

岩 井 保 健 セ ン タ ー
休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○猿 島 保 健 セ ン タ ー

。通常の休館日は月曜日です岩井福祉センター「夢積館」 ○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○

。通常の休館日は月曜日です猿島福祉センター「ほほえみ」 ○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○

通常の休館日は月曜日です。公 民 館
○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○岩井・猿島公民館／神大実分館

通常の休館日は月曜日です。
ベ ル フ ォ ー レ

○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○
（岩井図書館･市民音楽ホール）

通常の休館日は月曜日です。さ し ま 郷 土 館 ミ ュ ー ズ
○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○

（猿島図書館・猿島資料館）

総合･猿島体育館、岩井球場、各
運動公園、幸神平公園など

市 内 体 育 施 設 ○ ○ 休 休 休 休 休 休 休 休 ○ ○

○ 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○コミュニティバス「坂東号」

1月4日(月)の予約は12月26日デマンドタクシー｢らくらく｣
(土)に行ってください。

○ 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

社 会 福 祉 協 議 会 休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

△の日の診療は午前中のみです。
清 水 丘 診 療 所

休 休 △ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○
（清水丘診療所事務組合）

△の日は通夜のみ受付します。市 営 斎 場 △ ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○

△の日は通夜のみ受付します。さ し ま 斎 場
12月31日(木)は午後5時までです。（さしま環境管理事務組合） △ ○ ○ ○ ○ ○ 休 休 ○ ○ ○ ○

収集は許可業者に依頼してくだし 尿 収 集 【 岩 井 地 域 】
さい。（ 常 総 衛 生 組 合 ） 休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

収集は許可業者に依頼してくだし 尿 収 集 【 猿 島 地 域 】
さい。（さしま環境管理事務組合）

休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

12月30日(水)は可燃ごみの臨時
収集を市内全域で行います。

集 積 所 の ご み 収 集 休 休 ○ 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

生活環境課・窓口センターでの
手続きが必要です。

粗 大 ご み の 持 ち 込 み 休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

、さしまクリーンセンター寺久 受入時間は午前9時～11時30分
午後1時～4時30分です。へのごみの持ち込み

休 休 ○ 休 休 休 休 休 休 ○ ○ ○

通常の休館日は月曜日です。さしま健康交流センター
○ ○ 休 ○ ○ 休 休 休 ○ 休 ○ ○遊 楽 里

お知らせ版 平成27年12月3日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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ノロウイルスによる感染

性胃腸炎や食中毒は1年を

通して発生していますが、

例年10月頃から増え始め、

11月から急増する傾向があ

ります。また、今年はこれ

までに検出例の少ない新し

い遺伝子型のノロウイルス

（GⅡ.17）が大流行するお

それがあります。

ノロウイルス食中毒を予

防するには、ノロウイルス

を「持ち込まない 「広げ」、

ない 「加熱する 「つけ」、 」、

」 。ない の4原則が重要です

十分に注意しましょう。

県生活衛生課問合せ

029-301-34245

拉致問題をはじめとする

北朝鮮当局による人権侵害

問題は、国際社会を挙げて

取り組むべき課題とされて

います。解決のためには、

この問題について、関心と

認識を深めていくことが大

切です。

政府は、国の責任におい

て、拉致問題の解決に取り

組み、全ての拉致被害者の

一刻も早い帰国に向けて全

力を尽くします。

問合せ

内閣官房拉致問題

対策本部事務局

03-5253-21115

マリッジサポーターは茨

城県から委嘱を受けて、若

者の出会いの相談や仲介な

どを行うボランティアで

す。結婚を希望される方の

あらゆるご相談に無料でお

答えします。親御さんだけ

でも大丈夫です。

1月10日(日)と き

午前10時～午後4時

ところ

五霞町ひばりの里

〈五霞町江川3201〉

20人(予約制)定 員

申込期間

12月17日(木)～27日(日)

申込・問合せ

いばらきマリッジサポー

ター県西地域活動協議会

▽神原 090-4366-29765

▽野口 090-1100-13165

▽伊藤 080-5896-31345

（ ）受付は正午～午後7時

＊メールアドレス

yui0104@outlook.com

※メールでお申し込みされ

る場合は、氏名・性別・

生年月日・住所・電話番

号を明記してください。

仕事をお探しの方のため

に、就職相談・キャリアカ

ウンセリングから職業紹介

まで一貫したサービスを提

供しています。また、事業

所からの求人申込み（求人

情報）を随時受付し、セン

ターを利用する皆さんに提

供するほか、ホームページ

でも広く公開しています。

どうぞお気軽にご利用くだ

さい。

開設時間

月～金曜日

午前9時～午後4時

〈祝日・年末年始を除く〉

サービス内容

○職業紹介・内職斡旋

○就職情報の提供

○キャリアカウンセリング･

職業適性診断

○就職支援セミナーの実施

○求人受付（求人開拓員が

事業所へお伺いします ）。

問合せ

いばらき就職支援センター

県西地区センター

〈筑西市二木成615〉

0296-22-01635

＊ホームページ

http://www.jobcafe-

ibaraki.jp/
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ご相談ください



収入が少なく借金の返済

ができない、家族が借金を

繰り返して困っている、長

期間返済しているがなかな

か減らない、弁護士に相談

したいが費用がかかるのが

心配など、地域の皆さんか

。らのご相談に応じています

相談は無料ですので、一人

で悩まず、まずはお電話く

ださい。秘密は守ります。

◆多重債務相談

（借金の返済､高金利貸付､

悪質取立)

０２９－２２１－３１９０5

平日 午前8時30分～正午

午後1時～4時30分

◆悪質な投資勧誘相談

（未公開株、社債、ファ

ンド）

０２９－２２１－３１９５5

平日 午前8時30分～正午

午後1時～5時

主 催

財務省関東財務局

水戸財務事務所

交通事故にあい、損害賠

償や示談の仕方等でお困り

の方の相談に応じます。

交通事故相談員による一

般相談のほか、毎月1回弁

護士相談も行っていますの

で、お気軽にご相談くださ

い。相談は無料です。

◆一般相談

平日 午前9時～正午

午後1時～4時45分

（ ）毎週木曜日は休所日

◆弁護士相談（要予約）

毎月第4水曜日

午後1時～4時

問合せ

県西地方交通事故相談所

〈筑西市二木成615〉

0296-24-91125

認知症を正しく理解し

て、あなたも認知症サポー

ターになりませんか。

1月21日(木)と き

午後6時30分～

ところ

岩井福祉センター｢夢積館｣

会議研修室

市内在住･在勤の方対象者

講 師

坂東市認知症キャラバン・

メイト 菅沼康次氏

無料参加費

30人（先着順）募集人数

申込期間

12月10日(木)～1月8日(金)

申込・問合せ

坂東市地域包括

支援センター

0297-44-2943／5

0280-82-1284

アロマで心も体もアンチ

エイジング！

2月8日(月)と き

午後1時30分～

ところ

岩井福祉センター｢夢積館｣

娯楽室

対象者

市内在住・在勤のおおむ

ね60歳以上の女性

内 容

アロマテラピー講座

ハンドマッサージ体験

ハンドクリーム作り

講 師

ＮＰＯ法人

日本アロマテラピー活動

サポートセンター

アロマセラピスト

500円(用具代等）参加費

20人（先着順）募集人数

申込期間

12月10日(木)～1月22日(金)

申込方法

参加費を添えて、坂東市

社会福祉協議会本所(岩井

福祉センター夢積館内)ま

たは支所(猿島福祉セン

ターほほえみ内)にお申し

込みください。

問合せ

坂東市地域包括

支援センター

0297-44-2943／5

0280-82-1284

お知らせ版 平成27年12月3日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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講座やイベント



①アクアダンス

【高校生(15歳)以上】

と き

1月7日～毎週木曜日

〈全10回〉

午後1時30分～2時30分

内 容

音楽に合わせ水の特性を

生かした水中運動

25人募集人数

申込方法

当日受付で申し込み

②大人の水泳教室

【18歳以上】

と き

1月7日～毎週木曜日

〈全10回〉

午後6時15分～7時15分

30人募集人数

申込方法

12月20日(日)午前10時か

ら、猿島コミュニティセン

ターロビーで抽選(募集人

数を超えた場合)を行いま

す。お申し込みは1人1件で

す。電話でのお申し込みは

できません。

印鑑持ち物

【 ①②共通事項 】

ところ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

参加費

毎回プール入場料のみ

問合せ

猿島コミュニティセンター

0280-87-72235

※都合により日程は変更に

なる場合があります。

▼ゆかりの会作品展

幼児から大人まで、幅広

い年齢層の会員による優美

で明るい書作品を展示しま

す。

と き

12月19日(土)・20日(日)

午前9時～午後7時

※20日は午後4時まで

ゆかりの会主 催

倉持問合せ

090-1432-43945

お知らせ版 平成27年12月3日号
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

①1月 7日(木)・14日(木)〈全2回〉
スラッシュ

10人 1,500円
キルト

②2月10日(水)・17日(水)〈全2回〉

午前10時～午後3時30分 ①は12月15日(火)

①1月 9日(土)・13日(水)・16日(土) ②は 1月15日(金)

とんぼ玉 ②2月10日(水)・13日(土)・20日(土) 10人 1,000円 各日午前9時から

午後1時30分～3時30分 電話受付

①1月13日(水) 〈先着順〉

②2月 9日(火) 10人 400円布草履

午前9時30分～午後3時30分

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ開催場所

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方参加資格

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ申込・問合せ

( 0297-20-9980)5

とんぼ玉
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